
（証券コード9421）
2021年９月10日

株　主　各　位
東京都港区芝三丁目８番２号
株式会社エヌジェイホールディングス
代表取締役社長 筒 井 俊 光

１．日 時 2021年９月28日（火曜日）午前10時（受付開始　午前９時15分）
２．場 所 東京都港区芝公園２－４－１　芝パークビルＢ館地下１階

ＡＰ浜松町　Ｎ＋Ｏルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第30期（2020年７月１日から2021年６月30日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件

２. 第30期（2020年７月１日から2021年６月30日まで）計算書類報告の
件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

第30回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第30回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知
申し上げます。
　本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが存在していることを鑑み、株主の皆様
におかれましては書面により事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場をお控えく
ださいますようお願い申し上げます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示いただき、2021年９月27日（月曜日）午後６時30分までに到着
するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上

１. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。また、議事資料としてこの「招集通知」をご持参くださいま
すようお願い申し上げます。
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２. 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書
類の「個別注記表」につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、当社ホームペ
ージ（https://www.njhd.jp/ir/library/generalmeeting/）に掲載しておりますので、
提供書面には掲載しておりません。
なお、監査役及び会計監査人が監査した「連結計算書類」及び「計算書類」は、本招集ご
通知の提供書面に記載の各書類のほか、当社ホームページに記載しております「連結注記
表」及び「個別注記表」となります。

３. 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当
社ホームページ（https://www.njhd.jp/ir/library/generalmeeting/）に修正後の事項
を掲載させていただきます。

４. ご来場の株主様は、マスクの着用をお願い申し上げます。また、ご来場の際、検温をさせ
ていただき、発熱・咳など体調不良とみられる方は入場をお断りさせていただくことがご
ざいますので、予めご了承ください。

５. 座席間隔を広く保つため、入場を制限させていただくことがございます。
６. 株主総会運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえ、マスク着用で対応をさせてい
ただきます。
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( 2020年７月１日から2021年６月30日まで )

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な流行により、国内
景気は厳しい状態が続くなか、各種政策の効果や海外経済の改善により、持ち直しの動きが
見られているものの、感染症の影響から、一部に弱さが見られております。

　　ゲーム業界におきましては、巣ごもり需要によりオンラインコンテンツの利用が伸びるな
か、スマホゲーム市場では、有名IPを用いた新作タイトルや海外タイトルのマルチプラット
フォーム展開等による新たなヒットタイトルが登場するなか、多様なジャンルを形成しつ
つ、市場は拡大傾向を続けております。コンシューマー市場においても人気シリーズタイト
ルなどを中心に多くの新たなヒットが生まれており、各種ゲーム専用機の販売も好調であり
ます。

　　モバイル業界におきましては、当期初頭は、端末購入需要の2020年の春商戦期からのず
れ込みや新たな中価格帯端末の発売により出荷台数の回復が見られました。その後、携帯電
話各社による新プランの検討や新型iPhoneの発売を控えた様子見により、再び低調な出荷
水準となりましたが、3G停波に伴う買い替え需要やオンライン専用プランの開始などに誘
起された需要もあって、客足は戻り傾向となり、2021年の春商戦は、堅調な回復が見られ
ました。

　　このような事業環境のなか、当社は、ゲーム事業におきましては、コロナ禍での新たな働
き方において、プロジェクト進捗管理やコミュニケーション量の確保などについて取り組ん
でまいりました。また、新たな働き方において、2021年３月26日付「本社減床に関するお
知らせ」のとおり、従業員全員の出社を前提としたオフィス面積を見直し、本社フロアを半
分に減床する決定をいたしました。モバイル事業におきましては、コロナ禍での店舗営業に
対応しながら、2020年の春商戦期からずれ込んだ買い替え需要の取り込みや3G停波に伴う
買い替えの促進に努めるとともに、2021年の春商戦においては、大手通信事業者や格安
SIM提供事業者などから続々と発表される新料金プランにおいて、利用ニーズに合わせた販
売強化に取り組んでまいりました。
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　　この結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、以下のとおりです。
　　なお、前連結会計年度（2020年６月期）は決算期変更により2019年４月１日から2020
年６月30日までの15ヶ月決算となっております。これに伴い、当連結会計年度（2020年７
月１日から2021年６月30日）とは期間が異なるため、前期との増減比較については記載し
ておりません。

　　売上高は、ゲーム事業においては、受注済みの開発案件を中心に概ね予定どおり進捗いた
しました。モバイル事業においては、一昨年の分離プラン及び値引き規制等の法改正の施行
以降、コロナ禍の影響もあって、来店数は前年を下回る状態が続きましたが、3G停波の案
内や最適プランの提案など来店促進の強化により、販売台数は想定した水準にまで回復いた
しました。この結果、売上高は、11,988百万円（前期は売上高14,491百万円）となりまし
た。

　　営業利益及び経常利益は、ゲーム事業におきましては、上記のとおり概ね予定どおり進捗
しており、人員の稼働率についても改善に努めてきました。モバイル事業におきましては、
春商戦において、3G停波に伴う買い替え需要や新料金プランの開始などに誘起された需要
もあって、客足は戻り傾向のなか、販売販促の強化に取り組みました。この結果、営業利益
は、220百万円（前期は営業利益205百万円）となり、経常利益は、204百万円（前期は経
常利益207百万円）となりました。

　　親会社株主に帰属する当期純損失は、主に第３四半期において本社減床等の決定に伴い、
減損損失80百万円、賃貸借契約解約損38百万円を特別損失に計上した結果、92百万円（前
期は親会社株主に帰属する当期純利益27百万円）となりました。

　　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　　①　ゲーム事業
　　当セグメントにおきましては、(株)ゲームスタジオ、(株)トライエース、(株)ウィットワ
ン、(株)ウィットワン沖縄及び(株)テックフラッグにてゲームの開発受託及び運営受託等を
行っております。

　　当連結会計年度におきましては、売上高については、受注済みの開発案件を中心に概ね予
定どおり進捗した結果、9,365百万円（前期は売上高10,437百万円）となりました。

　　セグメント利益（営業利益）については、上記のとおり概ね予定どおり進捗しており、人
員の稼働率についても改善に努めてきた結果、516百万円（前期はセグメント利益（営業利
益）535百万円）となりました。
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　　②　モバイル事業
　　当セグメントにおきましては、(株)ネプロクリエイトにてauショップ等のキャリアショッ
プ及び複数の通信事業者の端末・サービスを取り扱う販売店PiPoPark(ピポパーク)を運営
しております。

　　当連結会計年度におきましては、売上高については、一昨年の分離プラン及び値引き規制
等の法改正の施行以降、コロナ禍の影響もあって、来店数は前年を下回る状態が続き、ま
た、SIMのみの販売比率の増加により売上単価が低下するなか、3G停波の案内や最適プラ
ンの提案など来店促進の強化により、下期からは販売台数が想定した水準にまで回復してき
た結果、2,564百万円（前期は売上高3,966百万円）となりました。

　　セグメント利益（営業利益）については、キャリアショップ部門では、2021年の春商戦
において、3G停波に伴う買い替え需要や新料金プランの開始などに誘起された需要もあっ
て、客足は戻り傾向のなか、販売促進の強化により利益水準を維持する一方、販売店部門で
は、安い新料金プランの開始による価格訴求力の低下により、売上高とともに利益も減少し
た結果、52百万円（前期はセグメント利益（営業利益）132百万円）となりました。

　　③　その他
　　当セグメントにおきましては、クレジット決済事業等を行っております。
　　当連結会計年度におきましては、売上高については、66百万円（前期は売上高100百万
円）となりました。セグメント利益（営業利益）については、22百万円（前期はセグメン
ト損失（営業損失）1百万円）となりました。

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資については、ゲーム開発、店舗設備の移転・改装等を目的と
した設備投資を継続的に実施しております。
　当連結会計年度の設備投資の総額は55百万円であり、セグメントごとの設備投資につい
て示すと、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含
めて記載しております。

① ゲーム事業
　当連結会計年度の主な設備投資は、ゲーム開発等に伴い、35百万円の設備投資を行い
ました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

② モバイル事業
　当連結会計年度の主な設備投資は、店舗の改装による内装工事等に伴い、20百万円の
設備投資を行いました。なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
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③ その他
　当連結会計年度は、重要な設備投資及び設備の除却又は売却はありません。

④ 全社共通
　当連結会計年度は、重要な設備投資及び設備の除却又は売却はありません。

(3) 資金調達の状況
　特記事項はありません。

(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

(5) 対処すべき課題
　ゲーム事業において開発体制の規模が拡大する一方で、収益規模に応じた利益の確保、
事業の効率性及び生産性等の改善が課題であり、また、モバイル事業など安定的な収益を
目指す事業においては、次代を担う中核人材の育成・確保の取組み、中長期的な収益力向
上及び将来的な成長事業に繋がる投資として、人材獲得及びソフトウェア・設備面への投
資並びにM&Aなどへの継続的な取り組みも重要であると認識しておりますが、各事業に
おける課題は、下記のとおりです。

①　ゲーム事業
・ディレクション人材の育成及び採用強化
・グループ横断の技術サポート体制及びナレッジベース共有の強化
・業務環境等の統一による効率化と改善の迅速化
②　モバイル事業
・店舗マネジメント人材の育成
・事業環境の変化に適応した店舗戦略の実施
・ストック収益の増加及び新たなサービス収益の獲得
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区 分 第27期
2018年３月

第28期
2019年３月

第29期
2020年６月

第30期
2021年６月

(当連結会計年度)
売 上 高 (千円) 11,328,815 11,064,288 14,491,005 11,988,629

経 常 利 益 (千円) 667,357 299,282 207,947 204,779
親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

(千円) 519,447 185,402 27,096 △92,465

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△） (円) 98.45 35.03 5.12 △17.47

総 資 産 (千円) 6,193,833 7,356,316 6,284,863 5,760,187

純 資 産 (千円) 3,188,070 3,314,165 3,349,372 3,245,094

１株当たり純資産額 (円) 581.79 604.14 606.96 579.51

(6) 財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しておりま
す。
また、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
なお、当社は、2018年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の株式分割して
おります。
第27期事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益又は当期純
損失及び１株当たり純資産額を算定しております。

２. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）
等を第28期の期首から適用しており、第27期に係る主要な経営指標等については、当該会計基
準等を遡って適用した後の指標となっております。

３. 第29期につきましては、事業年度の変更に伴い、2019年４月１日から2020年６月30日までの
15ヶ月間となっております。
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会 社 名 所 在 地 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

(株) ゲ ー ム ス タ ジ オ 東京都港区 70,000千円 100.0％ ゲーム事業

(株) ト ラ イ エ ー ス 東京都港区 50,000千円 79.0％ ゲーム事業

(株) ウ ィ ッ ト ワ ン 東京都港区 50,000千円 100.0％ ゲーム事業

(株) ウィットワン沖縄 沖縄県那覇市 80千円 100.0％
(100.0％) ゲーム事業

(株) テ ッ ク フ ラ ッ グ 東京都港区 10,000千円 100.0％ ゲーム事業

(株) ネプロクリエイト 東京都港区 50,000千円 84.9％ モバイル事業

(7) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１. 「主要な事業内容」欄には、セグメント名称を記載しております。
２. 当社の出資比率の(　　)内の数値は、間接保有による出資比率であります。
３. 前連結会計年度において非連結子会社でありました(株)ウィットワン沖縄は重要性が増したた
め、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
また、(株)テックフラッグを新規設立により、当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま
す。
なお、連結子会社である(株)ブームは2020年９月７日付で清算結了したため、連結の範囲から
除外しております。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。

(8) 主要な事業内容
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と連結子会社６社（(株)ゲームスタ
ジオ、(株)トライエース、(株)ウィットワン、(株)ウィットワン沖縄、(株)テックフラッ
グ、(株)ネプロクリエイト）及び持分法適用会社１社（(株)トーテック）の計８社で構成
されており、ゲーム事業及びモバイル事業を主な事業として取り組んでおります。

　当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントと
の関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分で
あります。
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　「ゲーム事業」は、連結子会社である(株)ゲームスタジオ、(株)トライエース、(株)ウ
ィットワン、(株)ウィットワン沖縄及び(株)テックフラッグにてゲームの企画・開発及び
運営を行っております。
（主な関係会社）(株)ゲームスタジオ、(株)トライエース、(株)ウィットワン、(株)ウィッ

トワン沖縄、(株)テックフラッグ

　「モバイル事業」は、連結子会社である(株)ネプロクリエイトにて特定の移動体通信事
業者の端末・サービスを取り扱うキャリアショップ及び複数の通信事業者の端末・サービ
スを取り扱う販売店PiPoPark（ピポパーク）を運営しております。
（主な関係会社）(株)ネプロクリエイト

　「その他」は、クレジット決済事業等を行っております。
（主な関係会社）当社

地 区 子会社(株)ネプロクリエイトの
運営店舗（キャリアショップ及び販売店）

栃 木 県 2店

千 葉 県 1

群 馬 県 4

東 京 都 3

神 奈 川 県 1

京 都 府 2

大 阪 府 4

合 計 17店

(9) 主要な営業所及び工場
① 本社：東京都港区
② 店舗
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セ グ メ ン ト 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
ゲ ー ム 事 業 784名 76名増
モ バ イ ル 事 業 73名 1名減
そ の 他 2名 2名減
全 社 共 通 16名 1名増

合 計 875名 74名増

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

18名 － 42.6歳 7.5年

(10) 従業員の状況
① 企業集団の従業員数

（注）従業員数には、臨時従業員（期中平均雇用人員146名）は含まれておりません。

② 当社の従業員数

（注）従業員数には、臨時従業員（期中平均雇用人員１名）は含まれておりません。

借 入 先 借 入 残 高
(株) 三 井 住 友 銀 行 378,970千円
(株) 千 葉 銀 行 370,000千円
(株) き ら ぼ し 銀 行 205,007千円
(株) 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 126,685千円
(株) 東 京 ス タ ー 銀 行 65,000千円
(株) 東 日 本 銀 行 55,000千円

(11) 主要な借入先及び借入額

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 17,954,400株
(2) 発行済株式の総数 5,350,400株（自己株式57,550株を含む。）
(3) 株主数 1,357名（前期末比222名増）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

(有) リ ー コ ム 1,592,400株 30.09％

滝 西 竜 子 1,008,600 19.06

中 村 英 生 571,800 10.80

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 (株) 179,600 3.39

小 野 　 昭 141,000 2.66

小 松 　 聡 100,500 1.90

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 75,400 1.42

小 谷 　 寛 66,700 1.26

宮 本 浩 次 58,900 1.11

楽 天 証 券 (株) 51,900 0.98

２. 会社の株式に関する事項

(4) 大株主

（注）持株比率は、自己株式（57,550株）を控除して計算しております。

３. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　当社が、2017年12月22日開催の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は次のと
おりであります。
　2018年３月６日付の取締役会決議により、2018年４月１日付で普通株式１株につき２
株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数
(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額（円）」及び「新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額（円）」が調整されております。
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決 議 年 月 日 2017年12月22日

新 株 予 約 権 の 数 （ 個 ） 348

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 69,600（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,853（注）２

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2018年７月12日から2028年１月11日までとする。
新株予約権の行使により株式
を発行する場合の株式の発行
価額及び資本組入額（円）

発行価額　　　1,853
資本組入額　　　927

新 株 予約権の行使の条件

１. 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に、当
社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の
終値が一度でも行使価額（ただし、「本件新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額または算定方法」に準じて取締役会に
より適切に調整されるものとする。）の35％を乗じた価格を下回
った場合、本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権
者」という。）は残存するすべての新株予約権を行使価額（ただ
し、「本件新株予約権の行使に際して出資される財産の価額また
は算定方法」に準じて取締役会により適切に調整されるものとす
る。）にて行使期間の満了日までに権利行使しなければならない
ものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限り
ではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開
示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明し
た場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日におい
て前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認めら
れる行為をなした場合

２. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権
利行使は認めないものとする。

３. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点
における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本
新株予約権の行使を行うことはできない。

４. 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要す
るものとする。

代用払込みに関する事項 ―
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組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分
割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織
再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生
日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第
１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」
という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るもの
とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交
付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的とな
る株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「本件新株予約権の行
使に際して出資される財産の価額または算定方法」で定められる
行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、「新株予約権の
目的である再編対象会社の株式の数」に従って決定される当該新
株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす
る。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再
編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約
権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資
本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価額及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決
議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権のうち自己新株予約権の数」に準じて決定す
る。
その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定す
る。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １
分割（または併合）の比率

既発行
株式数 ＋ 新規発行株式数　×　１株あたり払込金額

調整後
行使価額 ＝ 調整前

行使価額 × 新規発行前の１株あたりの時価
既発行株式数　＋　新規発行株式数

（注）１. 付与株数の調整
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含
む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的であ
る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨
てるものとする。

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合そ
の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式
数は適切に調整されるものとする。

２. 行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価
額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行ま
たは自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並
びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調
整による１円未満の端数は切り上げる。

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当
社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処
分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う
場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な
範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長
つつ
筒

 

　
い
井

 

　
とし
俊

 

　
みつ
光

(株)トライエース　取締役
(株)ゲームスタジオ　取締役
(株)ネプロクリエイト　取締役
(株)ウィットワン　代表取締役社長
(株)テックフラッグ　取締役

取 締 役
ふく
福

 

　
だ
田

 

　
たか
尚

 

　
ひろ
弘

(株)ゲームスタジオ　代表取締役
(株)トライエース　取締役
(株)テックフラッグ　取締役

取 締 役
ご
五

たん
反

だ
田　

よし
義　

はる
治

(株)トライエース　代表取締役
(株)ゲームスタジオ　取締役
(株)テックフラッグ　取締役

取 締 役
なか
中

 

　
の
野

 

　
き
喜

いち
一

ろう
郎 日東工業(株)　代表取締役社長

取 締 役
みや
宮

 

　
た
田

 

　
あき
彰

 

　
ひこ
彦

(株)AMA　代表取締役社長
さざれキャピタルマネジメント(株)　マネージングディ
レクター

常 勤 監 査 役
かね
金

 

　
しげ
重

 

　
まさ
政

 

　
し
志 (株)テックフラッグ　監査役

監 査 役
た
田

 

　
ばた
端

 

　
ひろ
博

 

　
ゆき
之 A. C. アシュアランス(株)　代表取締役社長

監 査 役
むら
村

 

　
もと
本

 

　
みち
道

 

　
お
夫 カクイ法律事務所　パートナー弁護士

４. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2021年６月30日現在）

（注）１. 宮田彰彦氏は、社外取締役であります。
２. 田端博之及び村本道夫の両氏は、社外監査役であります。
３. 取締役宮田彰彦氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
４. 監査役田端博之及び村本道夫の両氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であ

ります。
５. 監査役田端博之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
６. 常勤監査役亀澤宣秀氏は、2020年９月29日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって辞任

いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役全員と会社法第423
条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額
は、金100万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額と
なります。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
① 被保険者の範囲
　　当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役、執行役および監査役。
② 保険契約の内容の概要
　　被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因

して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補
償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役
員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわ
れないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社が負担するものとしてお
ります。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　　　当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、2020年8月
21日開催の取締役会において次のとおり定めるとともに、報酬の方針に基づき適正な報酬
体系や報酬等の額を取締役会に提言をする任意の諮問機関として、報酬委員会の設置を決
定し、同日付で設置しております。

　　　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容
の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、報酬委員会か
らの提言が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し
ております。

　　　a．報酬の方針
１．優秀な人材の獲得及び保持が可能となる報酬体系及び報酬水準であること
２．中長期的な視点における企業成長や企業価値の向上を反映させるものであること
３．組織内の利益分配において職責に基づいた公平かつ公正な報酬比率であること

　　　b．報酬の体系
　　　　報酬は、基本報酬としての固定報酬のみで構成しております。固定報酬は、職責に応

じた堅実な職務遂行を促すための報酬であるとともに、中長期的な視点における企業成
長や企業価値の向上のため取締役に当然に求められる職責、業績や将来計画の業務遂行
において求められる職務等から決定することとしており、過去の経営実績や将来計画の
実現の蓋然性等を総合的に勘案して、持続的な成長に対する責務と動機付けを踏まえた
報酬額を決定しております。
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区 分 報 酬 等 の 総 額 対象となる役員の員数
取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

57,000千円
（4,800千円）

5名
（1名）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

14,400千円
（7,200千円）

4名
（2名）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

71,400千円
（12,000千円）

9名
（3名）

　　　c．報酬を決定する機関と手順
　　　　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定機関は取締役会であ

ります。取締役会として代表取締役社長に一任を行う場合には、報酬決定の都度、一任
に関する決議をいたします。取締役会あるいは一任された代表取締役社長は、報酬等の
額の決定にあたり、報酬委員会に諮問し、報酬委員会の提言を尊重して決定いたしま
す。

　　　　監査役の報酬の総額及び個人別支給額については、監査役報酬枠内で、監査役の協議
を経て決定いたします。

ロ.当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上記表には、2020年９月29日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名
（うち社外監査役0名）を含んでおります。

２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等による報酬等は実施しておりません。
４. 取締役の金銭報酬の額は、2005年６月29日開催の第14回定時株主総会において、年額

150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主
総会終結時点の取締役の員数は、６名です。

５. 監査役の金銭報酬の額は、2002年６月27日開催の第11回定時株主総会において、年額30,000
千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名です。

６. 取締役会は、代表取締役社長筒井俊光に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ、業務執行取締役の評価には、代表取締
役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、
事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 宮 田 彰 彦

当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回に出席いた
しました。主に長年培ってきた投資・運用の業界での経験に基
づく幅広い見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、報酬委員会及び指名委員会の委員長として、客観的・独立
的立場から、当社の取締役報酬や役員候補者の選定基準の決定
過程について監督機能を主導しております。

社外監査役 田 端 博 之

当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回に出席し、
監査役会12回のうち12回に出席いたしました。主に公認会計
士の見地から会計的な意見を述べるなど、取締役会及び監査役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
行っております。

社外監査役 村 本 道 夫

当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回に出席し、
監査役会12回のうち12回に出席いたしました。主に弁護士の
見地から法律的な意見を述べるなど、取締役会及び監査役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ております。

(5) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

　社外取締役宮田彰彦氏は(株)AMAの代表取締役社長及びさざれキャピタルマネジメ
ント(株)のマネージングディレクターであります。なお、当社と(株)AMA及びさざれキ
ャピタルマネジメント(株)との間には、特別の関係はありません。
　社外監査役田端博之氏はA. C. アシュアランス(株)の代表取締役社長であります。な
お、当社とA. C. アシュアランス(株)との間には、特別の関係はありません。
　社外監査役村本道夫氏はカクイ法律事務所のパートナー弁護士であります。なお、当
社とカクイ法律事務所との間には、特別の関係はありませんが、同氏個人にはコンプラ
イアンス委員としての業務を委託しております。

② 当事業年度における主な活動状況
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 38,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 38,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称　　　　　三優監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠等を確認し、検討
した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年
度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款第47条に定めております
が、責任限定契約は締結しておりません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合には、監査役会の決議により会計監
査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会
社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役
の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
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６. 会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の
適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の
業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、当事業年度末日現在、以
下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人はその職務の執行に当たり、別に定める「コンプライアンス・マニ
ュアル」を遵守するものとする。
・コンプライアンス経営確立のため、法令遵守の統括部門を定めるほか、外部弁護士を
委員長とするコンプライアンス委員会を取締役会の直属の機関として設置する。
・内部監査室は、別に定める「内部監査規程」に基づき内部監査を行い、その結果を代
表取締役社長に報告するものとする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る文書及び情報については、別に定める「文書管理規程」及
びその他社内規程に基づき適切に保存・管理を行うものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、別に定める「リスク管理規
程」及びその他社内規程に基づき、業務上のリスクの未然防止及びトラブル発生時に
おける迅速・適切な対応を図るものとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は各取締役の
職務の執行を監督するものとする。
・取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、取締役員数の適正化を図るとと
もに、業務執行体制の強化を目的とした執行役員制度を導入し、効率的な業務執行を
図るものとする。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・別に定める「関係会社管理規程」に基づき、当社グループ各社が職務の執行に係る事
項の当社への報告に関する体制、損失の危険の管理に関する規程その他の体制、職務
の執行が効率的に行われること及び法令や定款に適合することを確保する体制を構築
するなど、当社グループにおける業務の適正運営に努めるものとする。
・内部監査室は、別に定める「内部監査規程」に基づき関係会社に対し、業務活動が法
令及び定款等に準拠して適正かつ効率的に運営されているかを監査するものとする。
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する体制
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、これに応じるものと
する。

⑦ 前項の使用人について、取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関す
る事項
・当該使用人は、監査役の職務を補助する職務執行の範囲において、取締役から独立し
て監査役の指示に従うものとする。
・当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項については、あ
らかじめ監査役会の同意を得るものとする。

⑧ 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するため
の体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び監査役は、当社監査役の求めにより、会
社の業務または業績に影響を与える重要な事項について都度報告するものとする。
・本項の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けな
いよう必要な措置を講ずるものとする。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役と監査役は積極的に意見交換を行い、適切な意思疎通を図ることにより、監査
が実効的に行われるよう努めるものとする。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理については、監査役の請求等に従い速やかに行うも
のとする。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下
のとおりであります。
① 内部統制システム全般及びコンプライアンス
・当社は、当社及びグループ各社の取締役及び使用人を対象に、定期的にコンプライア
ンス研修を実施し、コンプライアンス意識の向上に努めております。
・当社コンプライアンス委員会は、内部通報制度の利用状況、内部監査の実施状況等の
情報を共有し、内部統制上の不備事項の有無を検討しております。委員会において内
部統制上の不備事項が認められた場合には、委員会より当社取締役会に対して意見書
を提出し、改善を求めております。また、コンプライアンス経営の推進や改善に努め
るほか、実効性向上に努めております。
・当社内部監査室は、期初に作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の
業務活動が社内規程等に準拠して適正かつ効率的に運営されているかを監査し、その
結果を代表取締役社長に報告しております。

② リスク管理体制
・当社は、2015年５月22日にリスク管理規程を制定し、毎月定期的に開催されるグル
ープ経営会議において、当社及びグループ各社のリスク管理委員が業務上のリスク及
びその管理状況を必要に応じて報告する体制を構築し運用しております。

③ グループ管理体制
・当社は、関係会社管理規程に基づき、グループ各社の職務執行状況をワークフローシ
ステムによって把握するほか、当社代表取締役社長がグループ各社の取締役会に出席
してグループ会社の経営状況や経営課題のほか職務執行が効率的に行われること及び
法令や定款に適合することを確認する体制を構築し運用しております。
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(3) 反社会的勢力排除に向けた体制
　当社は以前より、法務省の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に
基づき、反社会的勢力排除を目的とした下記の基本方針を定めて、対応を行っておりま
す。
・反社会的勢力による不当要求は、担当者や担当部署だけに任せず、代表取締役等の経営
トップ以下組織全体として対応する。

・反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
・反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、弁護士等の外部の専門機関と緊
密な連携関係を構築する。

・反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。また反社会的勢力による
不当要求は拒絶する。
・反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
・反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場
合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
・反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
　上記の基本方針実現のため、対応を統括する部署・体制、情報の一元管理・蓄積、従業
員に向けた研修、対応マニュアルの整備を進めております。
　取引先に対しましては、反社会的勢力との関係において疑義が生じた場合、外部の調査
機関に確認を依頼し、その結果により取引開始の可否を判断しております。また契約書締
結に際し、反社会的勢力との関係が発覚した場合、契約を解除する旨の条項を盛り込むよ
う現在も努めております。
　従業員等につきましては、入社時に誓約書におきまして過去の反社会的勢力との関係が
ない旨及び将来において反社会的勢力との関係を持たない旨の誓約をさせており、今後も
これを徹底して行ってまいります。
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資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
投 資 不 動 産
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,729,961
1,250,748
1,756,389

189,861
192,531

907
388,568

△49,045
2,030,225

163,550
68,399
2,621

92,529
938,276
834,451
103,346

478
928,398

18,369
17,816

108,256
733,133
38,389
31,599

△19,167　

流 動 負 債 1,764,620
買 掛 金 509,556
短 期 借 入 金 350,000
１年内償還予定の社債 40,000
１年内返済予定の長期借入金 260,101
未 払 法 人 税 等 46,410
未 払 金 211,804
賞 与 引 当 金 60,019
そ の 他 286,728

固 定 負 債 750,472
社 債 100,000
長 期 借 入 金 450,561
退職給付に係る負債 123,787
繰 延 税 金 負 債 15,335
そ の 他 60,788

負 債 合 計 2,515,092
純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,067,285
資 本 金 592,845
資 本 剰 余 金 350,290
利 益 剰 余 金 2,183,261
自 己 株 式 △59,111

新 株 予 約 権 34
非 支 配 株 主 持 分 177,773
純 資 産 合 計 3,245,094

資 産 合 計 5,760,187 負 債 及 び 純 資 産 合 計 5,760,187

連 結 貸 借 対 照 表
（2021年 6 月30日現在）

（単位　千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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(2020年 7 月 1 日から
2021年 6 月30日まで)

科 目 金 額
売 上 高 11,988,629
売 上 原 価 9,777,994
売 上 総 利 益 2,210,635
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,989,866
営 業 利 益 220,769
営 業 外 収 益

受 取 利 息 198
受 取 手 数 料 8,755
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,259
不 動 産 賃 貸 料 12,405
助 成 金 収 入 6,372
そ の 他 6,638 35,629

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12,576
支 払 手 数 料 20,520
不 動 産 賃 貸 原 価 6,148
そ の 他 12,373 51,618

経 常 利 益 204,779
特 別 損 失

減 損 損 失 80,382
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,499
賃 貸 借 契 約 解 約 損 38,936 120,818

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 83,961
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 49,785
法 人 税 等 調 整 額 85,662 135,447
当 期 純 損 失 51,486
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 40,978
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 92,465

連 結 損 益 計 算 書

（単位　千円）
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(2020年 7 月 1 日から
2021年 6 月30日まで)

残 高 及 び 変 動 事 由
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 592,845 350,290 2,328,518 △59,111 3,212,542

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △52,928 － △52,928

親会社株主に帰属する当期純損失 － － △92,465 － △92,465

連 結 範 囲 の 変 動 等 － － 137 － 137
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － △145,256 － △145,256

当 期 末 残 高 592,845 350,290 2,183,261 △59,111 3,067,285

残 高 及 び 変 動 事 由 新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 34 136,795 3,349,372

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △52,928

親会社株主に帰属する当期純損失 － － △92,465

連 結 範 囲 の 変 動 等 － － 137
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） － 40,978 40,978

当 期 変 動 額 合 計 － 40,978 △104,277

当 期 末 残 高 34 177,773 3,245,094

連結株主資本等変動計算書

（単位　千円）
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資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

１年内回収予定の長期貸付金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

投 資 不 動 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

1,071,917

656,656

2,604

54,687

50,000

83,875

224,094

2,466,846

51,569

34,999

11,074

325

5,170

510

510

0

2,414,767

741

1,929,066

17,816

108,256

374,622

2,080

△17,816　

流 動 負 債 677,797
短 期 借 入 金 350,000
１年内返済予定の長期借入金 220,105
リ ー ス 債 務 230
未 払 金 83,554
未 払 費 用 11,393
未 払 法 人 税 等 1,327
賞 与 引 当 金 4,955
そ の 他 6,231

固 定 負 債 449,339
長 期 借 入 金 360,550
リ ー ス 債 務 176
退 職 給 付 引 当 金 32,651
繰 延 税 金 負 債 270
そ の 他 55,690

負 債 合 計 1,127,136
純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,411,593
資 本 金 592,845
資 本 剰 余 金 298,394

資 本 準 備 金 171,553
そ の 他 資 本 剰 余 金 126,841

利 益 剰 余 金 1,579,464
利 益 準 備 金 76,539
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,502,925

繰 越 利 益 剰 余 金 1,502,925
自 己 株 式 △59,111

新 株 予 約 権 34
純 資 産 合 計 2,411,627

資 産 合 計 3,538,764 負 債 及 び 純 資 産 合 計 3,538,764

貸　借　対　照　表
（2021年 6 月30日現在）

（単位　千円）

※ 単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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(2020年 7 月 1 日から
2021年 6 月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 295,537

売 上 原 価 21,386

売 上 総 利 益 274,151

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 404,387

営 業 損 失 130,236

営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,001

不 動 産 賃 貸 料 12,405

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 1,209

そ の 他 792 26,408

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,168

支 払 手 数 料 20,520

不 動 産 賃 貸 原 価 6,148

そ の 他 2,037 39,875

経 常 損 失 143,703

特 別 利 益

関 係 会 社 清 算 益 13,503 13,503

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,499

事 業 整 理 損 5,605 7,105

税 引 前 当 期 純 損 失 137,305

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △29,779

法 人 税 等 調 整 額 △95 △29,874

当 期 純 損 失 107,430

損　益　計　算　書

（単位　千円）
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(2020年 7 月 1 日から
2021年 6 月30日まで)

残高及び変動事由

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 592,845 171,553 126,841 298,394 76,539 1,663,284 1,739,823 △59,111 2,571,951

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △52,928 △52,928 － △52,928

当 期 純 損 失 － － － － － △107,430 △107,430 － △107,430

当期変動額合計 － － － － － △160,358 △160,358 － △160,358

当 期 末 残 高 592,845 171,553 126,841 298,394 76,539 1,502,925 1,579,464 △59,111 2,411,593

残高及び変動事由 新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 34 2,571,986

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △52,928

当 期 純 損 失 － △107,430

当期変動額合計 － △160,358

当 期 末 残 高 34 2,411,627

株主資本等変動計算書

（単位　千円）
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独立監査人の監査報告書
2021年８月20日

株式会社エヌジェイホールディングス
取締役会　御中

三優監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 浩 史 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 道 明 ㊞

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エヌジェイホールディングスの
2020年７月１日から2021年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社エヌジェイホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2021年８月20日

株式会社エヌジェイホールディングス
取締役会　御中

三優監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 浩 史 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 道 明 ㊞

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エヌジェイホールディング
スの2020年７月１日から2021年６月30日までの第30期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2020年７月１日から2021年６月30日までの第30期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議にオンライン形式で出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等とオンライン
形式で意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適
正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に電話回線又はインターネット等を経由した手段な
ども用いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についてオンライン形
式で報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人三優監査法人と協
議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上
2021年８月23日

株式会社エヌジェイホールディングス　監査役会
常勤監査役 金 重 政 志 ㊞
社外監査役 田 端 博 之 ㊞
社外監査役 村 本 道 夫 ㊞

　
以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つと考えており、中長期的な事業拡
大及び新規事業開拓のための内部留保に配慮しつつ継続的な安定配当を行うことを基本方針と
しております。
　当期につきましては、当期の業績、今後の事業展開及び内部留保の状況等を総合的に勘案
し、次のとおり期末配当をいたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金10円といたします。
　なお、この場合の配当総額は金52,928,500円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年９月29日といたします。
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氏　　　　名
(生年月日) 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 候補者の有する

当 社 の 株 式 数

　※
たき
滝

 

　
にし
西

 

　
あつ
敦

 

　
こ
子

(1979年５月28日生)

    2008年    ４月 同志社大学商学部商学科　助教　就任
    2011年    ７月 京都大学経営管理研究部　研究員　就任
    2012年    ４月 京都大学経営管理研究部　講師　就任
    2012年    ８月 国立台湾大学会計学部　助教　就任
    2017年    ７月 ノースカロライナ大学　チャペルヒル校

ビジネススクール（Kenan-Flagler 
Business School）　客員学者（Visiting 
Scholar）　就任

    2021年    4 月 上智大学経済学部経営学科　助教　就任
（現任）

現在に至る

0株

第２号議案 取締役１名選任の件
　コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役１名を増員することとし、
その選任をお願いいたしたいと存じます。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定
款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. ※は新任の取締役候補者であります。
２. 滝西敦子氏は、当社の大株主である滝西竜子氏の三女であります。
３. 滝西敦子氏が選任された場合には、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の責

任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、金100万円ま
たは同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約
を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し、法律上の損害賠償責任が発
生した場合において、被保険者が支払責任を負う損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約によ
って塡補することとしております。滝西敦子氏が取締役に選任され就任した場合は、当該保険
契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する
ことを予定しております。

５. 滝西敦子氏は、社外取締役候補者であります。
６. 滝西敦子氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏は直接会社経営

に関与された経験はありませんが、上智大学助教として会計学及びコーポレート・ガバナンス
等を研究しており、経営に関する専門的な知識等を有していることから、経営の監督とチェッ
ク機能の観点において有効な助言を期待できるためであります。また、同氏が職務を適切に遂
行することができるものと判断した理由は、前述の知識等を有することなどを総合的に勘案し
たためであります。
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候補者
番号

氏　　　　名
（生年月日） 略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

候 補 者 の
有 す る
当 社 の
株 式 数

１
た
田

 

　
ばた
端

 

　
ひろ
博

 

　
ゆき
之

(1968年１月10日生)

    1992年    10月 センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責
任監査法人）入所

    1997年    4 月 公認会計士登録
    2005年    2 月 税理士登録
    2005年    7 月 田端公認会計士事務所開業
    2006年    6 月 当社社外監査役就任（現任）
    2007年    7 月 Ａ.Ｃ.アシュアランス㈱を設立

同社代表取締役社長就任（現任）
現在に至る

10,309株

２
むら
村

 

　
もと
本

 

　
みち
道

 

　
お
夫

(1954年６月30日生)

    1985年    ４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
    1993年    10月 ふじ合同法律事務所設立にパートナーとして

参画
    1999年    ７月 マトリックス国際法律事務所設立
    2004年    ２月 ㈱ロンバード債権回収代表取締役就任
    2017年    ２月 カクイ法律事務所にパートナーとして参画

（現任）
    2018年    ６月 当社社外監査役就任（現任）

現在に至る

0株

第３号議案 監査役２名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役田端博之氏及び村本道夫氏は任期満了となりますので、監
査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 上記候補者と当社の間に、特別の利害関係はありません。
２. 田端博之氏及び村本道夫氏は社外監査役候補者であります。また、田端博之氏及び村本道夫氏

は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３. 田端博之氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての専門的知見を生

かし、当社の監査業務に携わっていただくため、選任をお願いするものであります。
４. 田端博之氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって15年３ヶ月となります。
５. 村本道夫氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令

を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性をもった経営の監視と有効な助言を期待で
きるため、選任をお願いするものであります。

６. 村本道夫氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって３年３ヶ月となります。
７. 当社は、田端博之氏及び村本道夫氏との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第

１項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は金100万円ま
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たは同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。両氏が再任さ
れた場合、当社は両氏との当該責任限定契約を継続する予定であります。

８. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約
を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職務の執行に関し、法律上の損害賠償責任が発
生した場合において、被保険者が支払責任を負う損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約によ
って塡補することとしております。田端博之氏及び村本道夫氏が監査役に選任され就任した場
合は、引き続き当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中
に同様の内容で更新することを予定しております。

以　上
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（会　場）東京都港区芝公園２－４－１　芝パークビルＢ館地下１階
ＡＰ浜松町　Ｎ＋Ｏルーム
電話（03）5405－6109

（交　通）■ＪＲ山手線・ＪＲ京浜東北線・東京モノレール
浜松町駅（北口）から徒歩７分
■地下鉄
芝公園駅（都営三田線）Ａ３出口から徒歩３分
大門駅（都営浅草線、都営大江戸線）Ａ６出口から徒歩３分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

芝大門

首都高速都心環状線
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※当社の専用駐車場はご用意をしておりませんので、予めご了承のほどお願いいたします。


